


   北はりま消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２

年法律第１７号）の公布により、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「支

援法」という。）が一部改正されたため、同法の規定を引用する北はりま消防組合議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成２３年北はりま消防組合条

例第１９号。以下「条例」という。）の一部を改正することとした。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 支援法に第５条第４項として「同行援護」の定義規定が追加され、項が繰り下がった

ため、条例で引用する第５条第６項を第７項に、同条第１２項を第１３項に改めたこと。 

 ⑵ 支援法の第５条第８項の「児童デイサービス」の定義規定が削除され、条例の引用す

る項が繰り上がったため、第５条第１３項を第５条第１２項に改めたこと。 

 

３ 施行期日等   

⑴ 第１条の規定 公布の日 

 ⑵ 第２条の規定 平成２４年４月１日 

 



   北はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  国家公務員の給与は、給与臨時特例法案の早期成立を期するため、人事院勧告を実施す

るための給与法改正案を提出しないことが閣議決定されたが、地方公務員の給与改定に当

たっては、地方公務員法に定める給与決定の諸原則、都道府県人事委員会における公民給

与の調査結果等を勘案し、適切に対応することとされた。 

  北はりま消防組合においても、これらのことを基本姿勢として、人事院の勧告を踏まえ、

給与条例について所要の改正を行うこととした。 

 

２ 改正内容 

給与構造改革における経過措置額について、平成２４年度は経過措置額として支給され

ている俸給の２分の１を減額（減額の上限１万円）して支給し、平成２５年４月１日に廃

止する。 

 

３ 施行期日等   

 ⑴ 第１条の規定  平成２４年４月１日 

 ⑵ 第２条の規定  平成２５年４月１日 



   北はりま消防組合手数料条例の一部改正（要旨）  

 

１ 改正理由  

  危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成２３年政令４０５号）が平

成２３年１２月２１日に公布され、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び

設備に係る技術上の基準の規定が追加されたことに伴い、地方公共団体の手数料の標

準に関する政令（平成１２年政令第１６号）及び地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令に規定する総務省令で定める金額を定める省令（平成１２年自治省令第５号）

の一部が改正されたため、所要の改正を図るもの。  

 

２ 改正内容  

   浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料を新たに

設けるもの。  

 

３ 施行期日  平成２４年４月１日  

 

 

 



   加東公平委員会規約の一部変更（要旨） 

 

１ 協議理由 

  平成２４年４月１日から「北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園」の

名称を変更することに伴い、加東公平委員会規約の一部を変更する必要が生じたため。 

 

２ 協議内容 

  加東公平委員会を共同設置する地方公共団体のうち「北播肢体不自由児機能回復訓練施

設事務組合わかあゆ園」を「北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園」に名称

を変更することに伴う加東公平委員会の規約の変更 

 

３ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

 



第６号議案 

   兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更（要旨） 

 

１ 協議理由 

  平成２４年４月１日から「北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園」の

名称を変更することに伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する必要が

生じたため。 

 

２ 協議内容 

  兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち「北播肢体不自由児機能

回復訓練施設事務組合わかあゆ園」を「北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ

園」に名称を変更することに伴う、兵庫県市町村職員退職手当組合の規約の変更 

 

３ 施行期日  平成２４年４月１日 

 

 




